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   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 香川県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）が行う

後期高齢者医療については、法令及び香川県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療に関する条例（平成１９年香川県後期高齢者医療広域連合条例第 

２６号。以下「条例」という。）に定めがあるもののほか、この規則の定め

るところによる。 

   第２章 被保険者 

 （障害認定の申請等） 

第２条 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下 



 

「法」という。）第５０条第２号の規定による障害の認定を受けようとする

者は、後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得（変更・喪失）届書（様

式第１号）に高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成１９年厚生労

働省令第１２９号。以下「施行規則」という。）第８条第１項に規定する障

害の状態を明らかにする書類を添えて、広域連合長に提出しなければならな

い。 

２ 広域連合長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の

上、高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成１９年政令第３１８号。

以下「令」という。）別表に定める障害の状態に該当すると確認できたとき

は、被保険者証を交付し、別表に定める障害の状態に該当しないと確認でき

たときは、後期高齢者医療障害認定申請却下通知書（様式第２号）により、

当該申請者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定による障害の認定を受けている被保険者は、施行規則第２５

条の規定により、前項に規定する障害の状態に該当しなくなったときは、速

やかに、後期高齢者医療障害状態不該当届書（様式第３号）を広域連合長に

提出しなければならない。 

４ 第１項の規定による障害の認定を受けている被保険者は、施行規則第８条

第２項の規定により、将来に向かってその申請を撤回しようとするときは、

後期高齢者医療障害認定申請撤回届書（様式第４号）を広域連合長に提出し

なければならない。 

５ 前２項の届出により、被保険者の資格を喪失した者が、後期高齢者医療資

格喪失証明書（様式第５号）の交付を受けようとするときは、後期高齢者医

療資格喪失証明書交付申請書（様式第６号）を広域連合長に提出しなければ

ならない。 

 （資格取得等の届出） 

第３条 施行規則第１０条、第１１条、第２２条から第２４条及び第２６条の

規定により被保険者の資格取得及び喪失等に関する届出をしようとする者は、

後期高齢者医療資格取得（変更・喪失）届書（様式第７号）を広域連合長に

提出しなければならない。 

 （病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出） 



 

第４条 被保険者が、法第５５条第１項若しくは同条第２項の適用を受けるこ

ととなったとき、又はその適用を受けなくなったときは、後期高齢者医療住

所地特例適用（変更・終了）届書（様式第８号）を広域連合長に提出しなけ

ればならない。 

 （被扶養者の届出） 

第５条 法第５２条各号のいずれかに該当するに至った日の前日において健康

保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法（他の法律において準用する場

合を含む。）又は地方公務員等共済組合法（以下「健康保険法等」とい  

う。）の規定による被扶養者であった被保険者は、後期高齢者医療被扶養者

届出書（様式第９号）に健康保険法等の被扶養者であったことを証明する書

類を添えて広域連合長に提出しなければならない。ただし、公簿等にて確認

できるときは、その限りでない。 

 （被保険者証の返還通知） 

第６条 施行規則第１５条第１項の規定による被保険者証の返還を求める通知

は、後期高齢者医療被保険者証の返還通知書（様式第１０号）により行うも

のとする。 

 （特別の事情に関する届出） 

第７条 施行規則第１６条及び第７３条の規定による特別の事情の届出は、特

別の事情の届出書（様式第１１号）により行うものとする。 

 （被保険者証等の再交付） 

第８条 被保険者が次の各号に掲げる証明書を破り、汚し、又は失ったため再

交付を受けようとするときは、再交付申請書（様式第１２号）を広域連合長

に提出しなければならない。 

 ⑴ 被保険者証 

 ⑵ 被保険者資格証明書 

 ⑶ 限度額適用・標準負担額減額認定書 

 ⑷ 特定疾病療養受療証 

 ⑸ 一部負担金減額証明書 

 ⑹ 一部負担金免除証明書 

 ⑺ 一部負担金徴収猶予証明書 



 

 ⑻ 被扶養者、障害、特定疾病認定証明書 

 （被保険者証等の紛失の届出） 

第９条 前条の規定により、被保険者証等を失ったために再交付を受けようと

するとき、又は被保険者の資格を喪失した場合において、被保険者証等を返

還することができないときの届出は、後期高齢者医療被保険者証等紛失届

（様式第１３号）により行うものとする。 

 （被保険者証等の検認又は更新） 

第１０条 広域連合は、施行規則第２０条第１項の規定（施行規則第２１条、

において準用する場合を含む。）による被保険者証及び被保険者資格証明書

（以下「被保険者証等」という。）の検認又は更新は、年１回行うものとす

る。ただし、広域連合長が特に必要と認めたときは、随時行うことができる。  

２ 前項に規定する被保険者証等の更新時期は、毎年８月１日とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、施行規則第２０条第２項に規定する通例定める

期日より前の期日を定めたときの被保険者証の更新時期は、当該被保険者証

に記載した有効期限による。 

 （転出時の証明書の申請） 

第１１条 転出の届出に際し、次に掲げる証明書の交付を受けようとする者は、

後期高齢者医療証明書交付申請書（様式第１４号）を広域連合長に提出しな

ければならない。 

 ⑴ 後期高齢者医療負担区分等証明書（様式第１５号） 

 ⑵ 被扶養者、障害、特定疾病認定証明書（様式第１６号） 

 （届出の省略） 

第１２条 施行規則第２８条の規定により、第３条及び第４条の規定にかかわ

らず、届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、

当該届出を省略させることができる。 

   第３章 後期高齢者医療給付 

 （基準収入額適用申請） 

第１３条 令第７条第３項の規定の適用を受けようとする者は、後期高齢者医

療基準収入額適用申請書（様式第１７号）を広域連合長に提出しなければな

らない。 



 

２ 広域連合長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容

を審査の上、要件に該当すると認められるときは、負担区分等を変更し、要

件に該当しないと認められるときは、後期高齢者医療基準収入額適用申請却

下通知書（様式第１８号）により、当該被保険者に通知する。 

 （一部負担金の減免等） 

第１４条 法第６９条に規定する一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようと

する者は、後期高齢者医療一部負担金減免・徴収猶予申請書（様式第１９

号）に必要な書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。 

２ 広域連合長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容

を審査の上、必要と認めるときは、後期高齢者医療一部負担金減額証明書

（様式第２０号）又は後期高齢者医療一部負担金免除証明書（様式第２１

号）若しくは後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書（様式第２２号）を

交付し、不適当と認めるときは、後期高齢者医療一部負担金減免・徴収猶予

申請却下通知書（様式第２３号）により、当該被保険者に通知する。 

３ 広域連合長は、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けていた者が、その理

由が消滅等したことにより、一部負担金の減免又は徴収猶予を取り消す決定

をしたときは、速やかにその旨を当該被保険者及び関係医療機関へ後期高齢

者医療一部負担金減免等取消通知書（様式第２４号）により通知する。 

４ 第１項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予の基準等については、

別に定める。 

 （一部負担金未収金徴収申立） 

第１５条 法第６７条第２項の規定により、保険医療機関が一部負担金の不払

いで広域連合の処分を請求しようとするときは、一部負担金未収金徴収申立

書（様式第２５号）を広域連合長に提出しなければならない。 

 （入院時食事療養及び入院時生活療養標準負担額の差額支給の申請） 

第１６条 施行規則第３７条及び第４２条の規定により、入院時食事療養及び

入院時生活療養標準負担額の差額支給を受けようとする者は、後期高齢者医

療食事療養費・生活療養費差額支給申請書（様式第２６号）に必要な書類を

添えて広域連合長に提出しなければならない。 

２ 広域連合長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容



 

を審査の上、支給又は不支給の決定を行い、後期高齢者医療給付支給決定通

知書（様式第２７号）又は後期高齢者医療給付申請却下通知書（様式第２８

号）により、当該被保険者に通知する。 

 （第三者の行為による被害の届出） 

第１７条 施行規則第４６条に規定する第三者の行為による傷病について医療

給付を受けたとき、又は受けようとするときは、速やかに第三者行為（交通

事故等）による傷病届（様式第２９号）に必要な書類を添えて広域連合長に

提出しなければならない。 

 （療養費及び移送費の支給申請） 

第１８条 施行規則第４７条及び第６０条に規定する療養費及び移送費の支給

を受けようとする者は、後期高齢者医療療養費支給申請書（様式第３０号）

に必要な書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。 

２ 第１６条第２項の規定は、療養費及び移送費の支給について準用する。 

 （柔道整復師の施術料の支給申請） 

第１９条 四国厚生支局長及び香川県知事に受領委任の取扱いに係る登録を行

っている柔道整復師、又は四国厚生支局長及び香川県知事から受領委任の承

諾を受けている柔道整復師の施術に係る療養費の支給については、柔道整復

師に係る療養費について（平成２０年９月２２日保発第９２２００２号厚生

労働省保険局長通知）に定める協定書又は受領委任の取扱規定による。 

２ 第１６条第２項の規定は、柔道整復師の施術料の支給について準用する。

この場合において、同条第２項中「後期高齢者医療支給決定通知書（様式第

２７号）」とあるは「後期高齢者医療給付療養費支給決定通知書（様式第 

３１号）」と読み替えるものとする。 

 （特別療養費の支給申請） 

第２０条 法第８２条第１項、第３項及び第４項に規定する特別療養費の支給

を受けようとする者は、後期高齢者医療特別療養費支給申請書（様式第３２

号）に必要な書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。 

２ 第１６条第２項の規定は、特別療養費の支給について準用する。 

 （特定疾病認定の申請等） 

第２１条 令第１４条第４項の規定による広域連合の特定疾病認定を受けよう



 

とする者は、後期高齢者医療特定疾病認定申請書（様式第３３号）に必要な

書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。 

２ 広域連合長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容

を審査の上、認定を行ったときは、後期高齢者医療特定疾病療養受療証（様

式第３４号）を当該被保険者に交付し、認定を行わなかったときは、後期高

齢者医療特定疾病認定申請却下通知書（様式第３５号）により、当該被保険

者に通知する。 

３ 第９条の規定は、後期高齢者医療特定疾病療養受療証について準用する。 

 （限度額適用認定の申請等） 

第２２条 令第１６条第１項第１号ハ又は二に規定する広域連合の限度額適用

認定を受けようとする者は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認

定申請書（様式第３６号）に必要な書類を添えて広域連合長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、認定

を行ったときは、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証（様式

第３７号）を当該被保険者に交付し、認定を行わなかったときは、後期高齢

者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書（様式第３８号）に

より、当該被保険者に通知する。 

３ 施行規則第６７条第３項の規定により、後期高齢者医療限度額適用・標準

負担額減額認定証の返還を求めるときは、後期高齢者医療限度額適用・標準

負担額減額認定証の返還通知書（様式第３９号）により、当該被保険者に通

知する。 

４ 第９条、第１０条第１項及び第２項までの規定は、後期高齢者医療限度額

適用・標準負担額減額認定証について準用する。 

 （高額療養費の支給申請） 

第２３条 法第８４条に規定する高額療養費の支給を受けようとする者は、後

期高齢者医療高額療養費支給申請書（様式第４０号）に必要な書類を添えて

広域連合長に提出しなければならない。 

 ただし、被保険者が死亡している場合は、後期高齢者医療高額療養費支給

申請書兼誓約書（様式第４０号の５）に必要な書類を添えて広域連合長に提



 

出しなければならない。 

２ 第１６条第２項の規定は、高額療養費の支給について準用する。 

 （高額介護合算療養費の支給申請） 

第２３条の２ 法第８５条に規定する高額介護合算療養費の支給を受けようと

する者は、後期高齢者医療高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明

書交付申請書（様式第４０号の２）に必要な書類を添えて広域連合長に提出

しなければならない。 

２ 広域連合長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容

を審査の上、支給又は不支給の決定を行い、高額介護合算療養費支給決定通

知書（様式第４０号の３）又は高額介護合算療養費不支給決定通知書（様式

第４０号の４）により、当該被保険者に通知する。 

 （葬祭費の支給申請） 

第２４条 条例第２条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、後期高

齢者医療葬祭費支給申請書（様式第４１号）に必要な書類を添えて広域連合

長に提出しなければならない。 

２ 第１６条第２項の規定は、葬祭費の支給について準用する。 

 （後期高齢者医療給付の一時差止） 

第２５条 広域連合長は、法第９２条第１項及び第２項の規定により、医療給

付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、後期高齢

者医療給付の一時差止通知書（様式第４２号）により、当該被保険者に通知

する。 

 （後期高齢者医療給付の一時差止解除） 

第２６条 広域連合長は、前条に規定する後期高齢者医療給付の全部又は一部

の支払の一時差し止めを解除しようとするときは、後期高齢者医療給付の一

時差止解除通知書（様式第４３号）により、当該被保険者に通知する。 

 （一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料の控除） 

第２７条 広域連合長は、法第９２条第３項の規定により、一時差止に係る後

期高齢者医療給付の額から当該被保険者が滞納している保険料額を控除しよ

うとするときは、後期高齢者医療保険料控除通知書（様式第４４号）により、

被保険者に通知する。 



 

 （不正利得の徴収等） 

第２８条 法第５９条の規定により、偽りその他不正の行為等により受けた後

期高齢者医療給付の全部又は一部を徴収しようとするときは、同行為により

医療給付を受けた者等に対し、その旨通知し、納入通知書により徴収する。 

   第４章 保険料 

 （保険料額の通知） 

第２９条 条例第１９条に規定する保険料額の通知及びその額に変更があった

ときの通知については、後期高齢者医療保険料額決定通知書（様式第４５

号）又は後期高齢者医療仮徴収額決定通知書（様式第４６号）若しくは後期

高齢者医療保険料額変更決定通知書（様式第４７号）により、被保険者に通

知する。 

２ 前項に規定する通知書により難いときは、当該通知書の形式を変更するこ

とができるものとする。ただし、記載事項を追加、削除又は変更することは

できないものとする。 

 （保険料の徴収猶予及び減免） 

第３０条 条例第２０条に規定する保険料の徴収猶予又は条例第２１条に規定

する保険料の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料徴収猶予申

請書（様式第４８号）又は後期高齢者医療保険料減免申請書（様式第４９

号）に必要な書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。 

２ 広域連合長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容

を審査の上、必要と認めるときは、後期高齢者医療保険料徴収猶予決定通知

書（様式第５０号）又は後期高齢者医療保険料減免決定通知書（様式第５１

号）により、また、不適当と認めるときは、後期高齢者医療保険料徴収猶予

却下通知書（様式第５２号）又は後期高齢者医療保険料減免却下通知書（様

式第５３号）により、当該被保険者に通知する。 

  なお、保険料の減免額を変更することに相当の理由があると認められると

きは、後期高齢者医療保険料減免変更決定通知書（様式第５１号の２）によ

るものとする。 

３ 保険料の徴収猶予又は保険料の減免を受けていた者が、その理由が消滅し

た場合においては、後期高齢者医療保険料徴収猶予・減免理由消滅申告書



 

（様式第５４号）を広域連合長に提出しなければならない。 

４ 広域連合長は、前項の規定により申告書が提出されたとき、又は偽りの申

請その他不正行為等により保険料の徴収猶予又は減免を受けたことが明らか

になったことにより、保険料の徴収猶予又は保険料の減免を取り消すときは、

後期高齢者医療保険料徴収猶予取消通知書（様式第５５号）又は後期高齢者

医療保険料減免取消通知書（様式第５６号）により、当該被保険者に通知し

なければならない。   

５ 第１項の規定による保険料の徴収猶予又は減免の基準等については、別に

定める。 

 （保険料に関する申告） 

第３１条 条例第２２条に規定する申告書は、後期高齢者医療簡易申告書（様

式第５７号）とする。 

 （保険料の還付） 

第３２条 香川県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年香川県指令１８自

振第４７２４１－２号）第２条に規定する関係市町の長が法第１１０条にお

いて準用する介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１３９条第２項に規

定する保険料を還付したときは、広域連合長に当該保険料の過誤納金還付に

関する報告を行うものとする。 

２ 広域連合長は、前項の還付金が当該年度前に賦課し、徴収した保険料に係

るものであるときは、当該関係市町に当該還付金相当額を補填するものとす

る。 

３ 広域連合長は、第１項の還付の際に関係市町の長が還付加算金を加算した

ときは、当該関係市町の還付加算金相当額を補填するものとする。 

４ 前３項の規定は、普通徴収に係る還付の場合にも適用する。 

 （保険料の充当） 

第３３条 前条第１項の規定は、関係市町の長が、法第１１０条において準用

する介護保険法第１３９条第３項に規定する保険料を充当した場合において

準用する。この場合において、前条第１項中「過誤納金還付」とあるは「過

誤納金充当」と読み替えるものとする。 

２ 前項の規定は、普通徴収に係る充当の場合にも適用する。 



 

 （徴収職員） 

第３４条 広域連合長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条

の３第３項の規定による法第４章に規定する徴収金（保険料を除く。）を地

方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「地方税法」という。）の滞納処

分の例により処分する事務を自ら任命する職員（以下「徴収職員」とい  

う。）に委任することができる。 

２ 徴収職員は、地方税法に規定する徴税吏員の事務に相当する事務を行うも

のとする。 

３ 前項に規定する事務を行う場合において、当該職員は、その身分を示す徴

収職員証（様式第５８号）を携帯し、関係人の請求があったときは、これを

提示しなければならない。 

 （過料） 

第３５条 条例第２７条から第３０条までの規定により過料を徴収する場合に

おいては、その旨通知し、納入通知書により徴収する。 

   第５章 雑則 

 （委任） 

第３６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定

める。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

 （平成２０年度における被保険者証等の更新の特例） 

２ 平成２０年度における被保険者証の更新は、第９条の規定にかかわらず、

負担区分の変更に伴うものを除き、これを実施しない。 

  附 則（平成２１年４月１日規則第３号） 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第１９条の規定は、平成２０年 

１０月１日から適用する。 

  附 則（平成２１年７月２７日規則第２号） 

 この規則は、平成２１年８月１日から施行する。 

  附 則（平成２２年３月１９日規則第２号） 



 

 この規則は、平成２２年３月１９日から施行する。 

附 則（平成２４年２月２７日規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第４５号（第２９条関係）

は、平成２４年４月１日から適用する。 

  附 則（平成２４年１０月１６日規則第２号） 

この規則は、平成２４年１２月１日から施行する。 

  附 則（平成２６年３月２６日規則第１号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行し、改正後の様式第４６号（第２

９条関係）は、平成２７年４月１日から適用する。 

  附 則（平成２７年３月１８日規則第１号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行し、改正後の様式第４６号（第２９

条関係）は、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則（平成２７年１１月１９日規則第３号） 

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月１７日規則第３号） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行し、改正後の様式４６号

（第２９条関係）は、平成２９年４月１日から適用する。 

２ 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施

行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不

作為に係るものについては、なお従前の例による。 

  附 則（平成２９年３月１７日規則第１号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行し、改正後の様式第４６号（第２９ 

条関係）は、平成３０年４月１日から適用する。 


